
神
道
の
理
論
的
形
成
は
、
古
代
末
期
の
律
令
的
秩
序
の
崩
壊
と
価
値
大
系
の

変
動
に
起
因
す
る
仏
教
革
新
運
動
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

慈
円
は
古
代
末
期
の
「
保
元
以
後
ノ
コ
ト
ハ
、
ミ
ナ
乱
世
ニ
テ
侍
レ
ベ
ワ

ロ
キ
事
ニ
テ
ノ
ミ
ア
ラ
ン
ズ
ル
」
（
『
愚
管
抄
」
巻
第
三
）
と
の
べ
、
末
法
・

濁
世
を
現
実
の
世
界
に
認
識
し
、
危
機
意
識
の
上
に
立
っ
て
、
新
た
な
統
一
的

思
想
を
形
成
し
て
行
く
。
慈
円
も
摂
関
家
出
身
の
高
僧
に
て
、
こ
れ
ら
古
代
社

会
の
解
体
の
中
で
、
中
世
思
想
を
形
成
し
て
い
く
担
い
手
は
、
貴
族
・
僧
侶
ら

の
知
識
人
・
専
門
文
化
人
で
、
武
士
・
農
民
に
は
未
だ
そ
こ
ま
で
の
意
識
の
成

（
１
入
）

長
は
認
め
ら
れ
な
い
。

初
期
神
道
理
論
の
展
開
は
、
ま
ず
天
台
・
真
言
の
仏
教
哲
理
に
よ
る
解
釈
か

ら
試
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
押
し
進
め
て
い
っ
た
の
は
僧
侶
で
あ
り
、
は
じ
め

て
仏
家
側
に
よ
り
神
道
が
思
想
史
的
展
開
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は

貞
慶
の
『
興
福
寺
奏
状
」
に
ゑ
ら
れ
る
よ
う
な
高
僧
の
危
機
意
識
が
出
発
点
と

な
り
、
末
法
終
末
観
の
超
克
を
意
図
し
て
両
部
神
道
が
生
み
出
さ
れ
る
。
こ
れ

と
相
応
・
継
受
し
た
度
会
神
道
は
、
古
代
の
国
家
体
制
の
崩
壊
の
中
で
、
神
社

制
度
も
変
質
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
経
済
基
盤
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
神
官
層
の
危

中
世
初
期
神
道
思
想
の
形
成

Ｉ
『
中
臣
祓
訓
解
』
・
『
記
解
』
を
中
心
に
Ｉ機

感
が
、
神
道
説
の
組
織
化
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
神
官
層
が

神
道
を
理
論
的
に
体
系
づ
け
る
に
あ
た
っ
て
、
国
家
体
制
の
枠
内
に
あ
っ
た
神

道
は
、
儀
礼
面
で
は
よ
り
厳
重
な
祭
祀
の
執
行
が
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

理
論
的
に
は
何
の
組
織
さ
れ
た
も
の
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
ら
ず
、
仏
家
の
手
に

よ
り
理
論
組
織
化
さ
れ
た
両
部
神
道
の
思
想
を
継
受
す
る
し
か
方
法
は
な
か
っ

た
。
両
部
神
道
初
期
の
著
作
『
中
臣
祓
訓
解
』
及
び
異
本
の
『
記
解
』
が
、
度

会
氏
の
「
最
極
秘
本
」
と
さ
れ
、
行
忠
・
常
良
（
昌
）
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の

は
そ
の
典
型
で
あ
り
、
本
書
は
度
会
神
道
に
余
す
と
こ
ろ
な
く
吸
収
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。

本
稿
で
は
、
度
会
神
道
成
立
以
前
の
初
期
神
道
思
想
の
形
成
期
に
焦
点
を
し

ぼ
り
、
そ
の
時
期
の
代
表
的
著
述
で
あ
る
『
中
臣
祓
訓
解
』
（
『
記
解
』
）
を
通

し
て
、
そ
の
思
想
展
開
を
明
ら
か
に
し
て
承
た
い
。

一
一

神
道
思
想
の
初
期
的
展
開
が
、
天
台
・
真
言
の
高
僧
の
教
学
研
究
か
ら
生
み

出
さ
れ
た
が
、
こ
の
神
道
へ
の
接
近
・
傾
斜
の
過
程
で
、
仏
家
側
は
神
道
に
伝

え
ら
れ
た
仏
法
禁
忌
の
伝
統
に
ど
う
対
処
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
特
に

問
題
と
な
る
の
は
、
仏
法
の
忌
詞
で
あ
る
内
七
言
（
『
延
喜
斎
宮
式
』
）
を
伝

岡
田
荘
司

一



え
、
仏
法
禁
忌
を
厳
と
し
て
守
り
伝
え
た
伊
勢
神
宮
に
お
い
て
で
あ
る
。

無
住
の
『
沙
石
集
』
は
巻
一
に
、
神
明
に
関
す
る
十
編
の
説
話
を
載
せ
る

が
、
そ
の
巻
頭
に
「
大
神
宮
御
事
」
と
題
し
て
、

去
弘
長
年
中
、
太
神
宮
へ
詣
テ
侍
シ
ニ
、
或
社
官
ノ
語
シ
〈
、
當
社
一
一
三

寶
ノ
御
名
ヲ
忌
、
御
殿
近
ク
ハ
僧
ナ
ド
モ
詣
デ
ヌ
事
〈
、
昔
此
國
未
ダ
ナ

カ
リ
ヶ
ル
時
、
大
海
ノ
底
二
大
日
ノ
印
文
ア
リ
ヶ
ル
’
一
ヨ
リ
、
太
神
宮
御

鉾
指
下
テ
サ
グ
リ
給
ケ
ル
、
其
鉾
ノ
滴
、
露
ノ
如
ク
也
ケ
ル
時
、
第
六
天

魔
王
遙
二
見
テ
、
此
滴
國
ト
成
テ
、
佛
法
流
布
シ
、
人
倫
生
死
ヲ
出
ペ
キ

相
ア
リ
ト
テ
、
失
ハ
シ
為
二
下
ダ
リ
ヶ
ル
ヲ
、
太
神
宮
、
魔
王
二
會
給

テ
、
ワ
レ
三
寶
ノ
名
ヲ
モ
イ
ハ
ジ
、
我
身
ニ
モ
近
ヅ
ヶ
ジ
、
ト
ク
ノ
、
歸

リ
上
給
ヘ
ト
、
誘
へ
給
ケ
レ
バ
蹄
ニ
ヶ
リ
、
其
御
約
束
ヲ
タ
ガ
ヘ
ジ
ト

テ
、
僧
ナ
ド
御
殿
近
ク
参
ラ
ズ
、
社
壇
一
一
シ
テ
ハ
、
経
ヲ
モ
ァ
ラ
ハ
ニ
ハ

持
ズ
、
三
寶
ノ
名
ヲ
モ
タ
蛍
シ
ク
謂
ズ
、
佛
ヲ
パ
立
ス
ク
ミ
、
経
ヲ
パ
染

紙
、
僧
ヲ
パ
髪
長
、
堂
ヲ
報
ハ
コ
リ
タ
キ
ナ
ド
イ
ヒ
テ
、
外
一
天
佛
法
ヲ
憂

キ
事
ニ
シ
、
内
一
三
深
ク
三
寶
ヲ
守
り
給
フ
事
ニ
テ
御
座
マ
ス
故
二
、
我

國
ノ
佛
法
、
偏
二
太
神
宮
ノ
御
守
護
ニ
ョ
レ
リ
。

と
、
三
宝
を
忌
み
、
社
殿
に
僧
徒
を
近
づ
け
な
い
理
由
に
、
天
地
開
關
以
前
、

大
海
の
底
に
大
日
の
印
文
が
あ
り
、
や
が
て
こ
の
国
が
仏
法
流
布
の
国
と
な
る

こ
と
を
察
し
た
第
六
天
の
魔
王
が
妨
害
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
大
神
宮
は
魔

王
を
あ
ざ
む
い
て
、
仏
法
を
忌
む
こ
と
を
約
束
し
た
と
い
う
第
六
天
魔
王
伝
説

を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
無
住
が
弘
長
年
間
（
一
二
六
二
’
一
二
六
四
）
に
伊

勢
参
宮
し
た
折
の
神
宮
伺
官
か
ら
の
聞
書
で
あ
っ
て
、
内
外
宮
の
荒
木
田
・
度

会
伺
官
に
ま
で
、
仏
法
禁
忌
の
伝
統
の
中
で
、
実
は
仏
法
が
太
神
宮
を
擁
護
す

る
と
の
伝
承
が
流
布
し
て
い
た
。
第
六
天
魔
王
伝
説
は
通
海
の
『
太
神
宮
参
詣

記
』
に
も
と
り
あ
げ
ら
れ
る
が
、
通
海
は
「
此
事
大
キ
ー
信
シ
カ
タ
シ
」
と
の

べ
、
「
伊
佐
奈
岐
尊
、
此
國
ノ
王
ト
シ
テ
、
天
下
ヲ
シ
ロ
シ
召
テ
、
自
ラ
作
り

出
シ
給
ヘ
ル
國
ヲ
、
天
ニ
ニ
ッ
ノ
主
シ
ナ
シ
、
何
ノ
故
二
、
第
六
天
ノ
魔
王
二

乞
請
ヶ
給
ヘ
キ
ャ
、
モ
ト
ョ
リ
他
人
ノ
國
一
一
非
ス
、
鉾
ノ
滴
ヨ
リ
始
テ
造
り
給

ヘ
ル
神
國
也
」
と
日
本
書
紀
と
異
な
る
点
に
疑
い
を
も
ち
、
「
佛
法
忌
セ
玉
へ

卜
申
事
ヲ
ホ
ッ
カ
ナ
キ
ニ
依
テ
、
何
レ
ノ
文
二
注
セ
ル
事
ニ
ャ
ト
、
普
ク
尋
訪

シ
カ
ト
モ
、
只
申
シ
傳
ダ
ル
事
ニ
テ
、
注
セ
ル
文
ハ
ナ
シ
ト
ソ
、
」
と
文
献

で
の
明
証
は
な
く
、
単
な
る
伝
承
に
す
ぎ
な
い
と
の
否
定
的
見
解
に
立
っ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
魔
王
伝
説
は
、
『
記
解
』
に
「
嘗
天
地
開
關
之
初
、
神

寶
日
出
之
時
、
法
界
法
身
心
王
大
日
…
…
現
二
化
権
之
姿
一
、
垂
二
跡
閻
浮
提
一
、

請
一
府
璽
於
魔
王
一
、
施
二
降
化
之
神
カ
ー
…
…
恭
大
神
外
顕
二
異
し
佛
生
威
實
執
教

之
儀
式
一
、
（
『
訓
解
』
は
「
外
顕
下
異
二
佛
教
一
之
儀
式
上
」
）
、
内
為
下
護
二
佛
法
》

之
神
兵
上
」
と
あ
り
、
同
じ
く
貞
慶
作
と
伝
え
る
両
部
神
道
の
『
神
祇
講
式
』

に
も
、
「
凡
従
二
鉾
滴
一
成
し
鴫
、
當
初
吾
國
大
海
之
底
有
二
大
日
如
来
之
印
文
一
、

此
仏
法
流
布
之
瑞
相
也
、
第
六
天
魔
王
為
二
障
擬
一
、
仏
法
欲
し
令
し
無
二
國
土
一
之

時
、
天
照
太
神
請
二
神
蕊
於
魔
王
一
、
天
地
開
關
以
降
、
癖
謹
八
百
萬
神
達
、

外
顕
下
異
一
一
佛
教
一
之
儀
式
上
、
内
為
下
護
二
仏
法
一
之
神
兵
上
」
と
ゑ
え
、
初
期
の
両

（
○
＆
）

部
神
道
書
に
引
か
れ
て
い
る
。
し
て
承
る
と
、
こ
れ
は
仏
家
側
が
両
部
神
道
の

形
成
過
程
で
偽
作
さ
れ
た
伝
承
で
は
な
か
っ
た
か
。
仏
家
が
神
道
、
と
く
に
最

高
最
貴
た
る
伊
勢
の
天
照
大
御
神
を
習
合
あ
る
い
は
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、

仏
法
禁
忌
の
伝
統
は
全
く
相
い
容
れ
な
い
論
理
で
あ
っ
た
。
仏
徒
の
神
宮
参
宮

が
盛
ん
に
な
る
に
お
い
て
お
や
で
あ
る
。
そ
こ
で
仏
法
禁
忌
の
伝
統
を
「
外
顕
下

異
二
仏
教
一
之
儀
式
上
」
と
表
面
上
に
把
え
、
こ
の
認
識
下
に
、
そ
の
本
質
を
「
内

為
下
護
二
仏
法
一
之
神
兵
上
」
で
あ
っ
た
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
通
海

二



が
指
摘
し
た
よ
う
に
全
く
根
拠
の
な
い
、
荒
唐
無
稽
の
飛
躍
し
た
内
容
で
あ
っ

た
が
、
こ
の
よ
う
な
初
期
神
道
思
想
の
展
開
期
に
仏
家
側
が
手
段
と
し
て
偽
作

し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
『
訓
解
』
に
は
見
ら
れ
ぬ
が
、
そ
の
異
本
『
記
解
』

の
冒
頭
に
は
、
「
惟
垂
跡
本
地
頓
成
感
応
也
、
神
秘
必
有
し
験
、
顕
露
被
二
不
信
一
、

准
《
一
密
教
道
理
一
、
察
二
大
日
経
誠
一
、
外
異
二
仏
教
名
一
、
内
護
二
仏
法
理
一
」
と
あ

る
の
も
、
右
と
同
じ
理
解
に
は
じ
ま
る
。
そ
れ
は
方
便
以
外
の
な
に
も
の
で
も

な
く
、
仏
法
禁
忌
は
、
た
や
す
く
克
服
さ
れ
、
こ
こ
を
起
点
に
新
た
な
思
想
展

開
が
承
ら
れ
て
く
る
。

伊
勢
の
伺
官
に
よ
っ
て
、
仏
家
側
に
よ
り
方
便
と
し
て
偽
作
さ
れ
た
第
六
天

魔
王
伝
説
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
仏
家
神
道
・
両
部
神
道
が
、
度
会
神
道

成
立
以
前
に
、
す
で
に
荒
木
田
や
度
会
神
主
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ

せ
、
度
会
神
道
成
立
の
思
想
基
盤
も
こ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
し

か
し
、
仏
家
神
道
の
理
論
を
度
会
神
道
が
継
受
し
て
い
て
も
、
第
六
天
魔
王
伝

説
を
全
く
度
会
神
道
書
が
と
り
あ
げ
て
い
な
い
こ
と
は
、
初
期
神
道
思
想
と
は

劃
然
の
違
い
が
あ
り
、
度
会
神
道
が
仏
家
神
道
か
ら
脱
皮
し
、
独
自
の
神
道
論

を
明
示
し
よ
う
と
し
た
意
図
の
表
わ
れ
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
『
訓
解
』
・
『
記
解
』
が
著
述
さ
れ
た
中
世
初
期
に
お
け
る
、
僧
侶
の

神
道
理
解
の
あ
り
方
に
つ
い
て
触
れ
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

神
道
へ
の
傾
斜
は
、
慈
円
・
公
顕
・
貞
慶
・
重
源
ら
の
高
僧
に
顕
著
に
み
ら

れ
た
事
象
で
あ
る
。
慈
円
は
「
ま
こ
と
に
は
神
そ
仏
の
道
し
る
へ
、
跡
を
垂
る

と
は
何
故
か
い
ふ
」
（
『
拾
玉
集
』
第
二
）
と
詠
ん
で
、
神
明
の
存
在
を
重
く

み
て
い
る
が
、
こ
れ
は
建
仁
三
年
（
一
二
○
六
）
六
月
二
十
二
日
暁
に
、
三
種

一
一
一

神
器
の
一
、
神
璽
に
つ
い
て
の
奇
夢
を
見
、
こ
れ
を
夢
記
と
し
て
書
き
記
し
、

後
鳥
羽
上
皇
に
進
覧
し
た
の
を
は
じ
め
と
す
る
。
こ
の
時
、
上
皇
か
ら
の
仰
せ

で
、
は
じ
め
て
日
本
書
紀
を
読
ゑ
、
真
言
秘
密
の
奥
旨
を
明
ら
か
に
す
る
に
当

た
り
、
伊
勢
大
神
宮
が
男
女
の
両
身
に
現
容
す
る
と
い
う
神
道
の
所
伝
を
得
る

に
至
っ
た
。
夢
想
記
に
は
「
今
此
證
擦
在
二
神
道
一
敵
、
．
：
…
凡
其
文
相
、
甚
以

難
し
得
二
其
音
奨
文
義
甚
深
如
二
佛
教
一
也
」
と
の
べ
て
、
神
道
の
神
秘
的
境
地

を
体
得
し
、
こ
れ
ま
で
の
顕
密
教
理
の
思
索
か
ら
一
歩
進
め
て
、
日
本
の
古
典

か
ら
現
実
の
世
界
を
思
索
す
る
方
法
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
『
愚
管
抄
』
の

著
述
も
、
こ
れ
を
契
機
に
醸
成
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
慈
円
の
生
涯
の
転

（
３
）

機
と
な
っ
た
。
こ
の
神
道
の
所
伝
の
会
得
か
ら
、
伊
勢
参
宮
を
思
い
立
っ
て
お

（
４
）

り
、
こ
れ
ら
高
僧
の
神
道
へ
の
傾
斜
が
、
ま
ず
、
個
人
的
な
内
面
の
思
索
の
変

化
か
ら
出
て
く
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
高
度
の
顕
密
教
学
の
研
鐙
に
専
念

し
た
高
僧
の
み
が
到
達
し
え
た
思
索
境
地
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
初
期
の

神
道
理
論
が
一
部
高
僧
の
口
伝
と
し
て
師
の
内
的
体
験
を
直
接
弟
子
に
伝
授
さ

れ
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
高
僧
の
出
離
解
脱
へ
の
道
が
、
当
時
の
社
会
不
安
に
起
因

す
る
危
機
意
識
が
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
平
安
末
期
の
保
元
・
平

治
の
乱
か
ら
治
承
・
寿
永
の
内
乱
と
、
う
ち
つ
づ
く
乱
世
が
、
彼
ら
の
内
的
な

意
識
の
変
化
を
左
右
し
た
と
い
え
よ
う
。

の
ち
に
鎌
倉
仏
教
革
新
運
動
の
中
心
と
な
る
法
然
は
、
安
元
元
年
（
二
七

五
）
自
力
聖
道
門
を
捨
て
、
本
願
他
力
の
浄
士
門
に
入
り
、
専
修
念
仏
を
主
唱

す
る
よ
う
に
な
る
が
、
同
時
期
（
『
園
城
寺
伝
記
』
に
「
安
元
三
年
頃
」
と
あ

る
）
に
本
覚
院
公
顕
が
神
明
に
よ
り
出
離
解
脱
を
め
ざ
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ

る
。
公
顕
は
第
三
十
五
世
園
城
寺
長
吏
に
補
任
さ
れ
、
の
ち
に
は
天
台
の
最
高

一
一
一



権
威
者
た
る
座
主
の
地
位
に
就
任
し
、
「
顕
密
ノ
明
匠
」
と
い
わ
れ
た
人
物
で

あ
る
。
『
沙
石
集
」
巻
一
、
「
出
離
ヲ
神
明
二
祈
事
」
の
条
に
よ
れ
ば
、
公
顕
は

日
本
国
中
の
大
小
諸
神
の
御
名
（
『
園
城
寺
伝
記
』
に
は
「
日
本
国
中
大
小
神

祇
三
千
余
座
」
と
あ
る
。
延
喜
式
神
名
帳
所
載
の
神
名
で
あ
ろ
う
）
を
書
き
、

毎
朝
、
一
間
の
帳
に
勧
請
し
、
浄
衣
を
着
し
幣
を
持
ち
、
礼
拝
を
し
た
と
い

う
。
こ
の
神
道
儀
礼
の
所
作
を
不
思
議
に
感
じ
た
高
野
山
の
明
遍
僧
都
は
善
阿

を
公
顕
の
住
房
に
遣
し
て
、
そ
の
理
由
を
問
う
に
、
公
顕
は
「
我
身
一
天
、
顕

密
ノ
聖
教
ヲ
学
ビ
テ
、
出
離
ノ
要
道
ト
思
計
フ
ニ
自
力
ヨ
ハ
ク
シ
テ
智
品
ア
サ

（
盆
）

シ
、
勝
縁
ノ
カ
ヲ
放
レ
テ
ハ
、
出
離
ノ
望
解
ガ
タ
シ
、
…
…
出
離
ノ
道
偏
ニ
和

光
ノ
方
便
ヲ
仰
グ
外
、
別
ノ
行
業
ナ
シ
」
と
答
え
、
「
サ
レ
鐙
〈
他
国
有
縁
ノ
身
ヲ

重
シ
テ
、
本
朝
相
応
ノ
形
チ
ヲ
軽
シ
ム
。
ヘ
カ
ラ
ズ
、
我
朝
〈
神
国
ト
シ
テ
大
権
ア

ト
ヲ
垂
し
給
フ
、
叉
、
我
等
ミ
ナ
彼
孫
喬
也
、
気
ヲ
同
ス
ル
因
縁
ア
サ
ヵ
ラ

ズ
、
此
外
ノ
本
尊
ヲ
尋
ネ
毒
〈
、
還
テ
感
応
ヘ
ダ
Ｌ
リ
ヌ
・
へ
シ
、
価
機
感
相
応
ノ
和

光
ノ
方
便
ヲ
仰
テ
、
出
離
生
死
ノ
要
道
ヲ
祈
申
サ
ン
｜
ス
シ
ヵ
ジ
、
サ
レ
バ
、

和
光
同
塵
コ
ソ
、
諸
仏
ノ
慈
悲
ノ
極
リ
ナ
レ
ト
信
ジ
テ
、
如
レ
此
行
儀
異
様
ナ

レ
ド
モ
、
年
久
ク
シ
ッ
ヶ
侍
也
」
と
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
偏
に
和
光
の
方
便

を
仰
い
で
往
生
を
願
っ
た
も
の
で
、
神
道
の
勝
れ
て
尊
き
こ
と
を
悟
っ
た
の
で

あ
る
。
神
明
に
よ
る
出
離
解
脱
を
目
ざ
し
た
こ
と
は
、
単
に
公
顕
が
神
祇
伯
家

に
出
自
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
社
会
世
相
、
と
り
わ
け
末
法
的
終

末
観
の
超
克
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
中
古
天
台
に
お
い
て

広
め
ら
れ
た
本
覚
思
想
に
根
ざ
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
覚
思

想
は
絶
対
肯
定
の
思
想
で
、
現
実
の
事
象
そ
の
ま
ま
を
絶
対
と
み
な
し
、
衆
生

は
す
べ
て
本
来
仏
性
を
有
す
る
と
考
え
た
。
し
た
が
っ
て
仏
・
菩
薩
の
垂
迩
と

し
て
現
わ
れ
た
神
こ
そ
仏
の
本
地
た
る
べ
き
も
の
、
す
な
わ
ち
神
本
仏
迩
・
本
下

迩
高
・
神
勝
仏
劣
で
あ
る
と
論
ず
る
よ
う
に
な
る
。
公
顕
が
本
高
迩
下
の
う
ち

の
、
迩
下
た
る
神
に
出
離
を
祈
誓
し
た
の
も
、
迩
下
の
神
こ
そ
が
翻
っ
て
本
来

の
覚
性
の
顕
現
し
た
姿
と
認
め
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
公
顕
が
「
本
覚

院
」
・
「
本
覚
房
」
と
称
し
て
い
た
の
も
、
こ
の
本
覚
思
想
を
も
っ
て
、
彼
の

仏
教
哲
理
の
根
幹
と
し
て
い
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
公
顕
の
よ
う
に
迩
下
の
神
に
絶
対
的
価
値
を
感
得
す
る
の
は
、
中

世
初
期
に
あ
っ
て
は
、
一
部
の
高
僧
の
み
に
限
ら
れ
、
一
般
の
人
び
と
に
は

（
５
）

「
云
レ
佛
云
レ
神
、
無
し
異
無
し
別
」
と
、
神
仏
同
体
が
一
般
の
通
念
で
、
神
仏
の

優
劣
を
認
め
て
は
い
な
い
。
の
ち
に
通
海
は
『
太
神
宮
参
詣
記
』
に
「
天
照
太

神
〈
神
道
ノ
主
、
大
日
如
来
、
法
花
〈
仏
法
ノ
主
也
、
垂
跡
ト
云
、
本
地
ト

云
、
無
上
也
、
無
比
也
、
此
理
リ
ヲ
知
テ
神
明
ニ
モ
仕
へ
、
真
言
ヲ
モ
ウ
カ
上

上
給
ヘ
キ
也
」
と
の
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
本
地
の
仏
と
垂
迩
の
神
を
無
上
・

無
比
の
優
劣
な
し
と
み
て
お
り
、
神
本
仏
迩
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

で
は
、
当
時
の
数
少
な
い
文
献
化
さ
れ
た
『
訓
解
』
・
『
記
解
』
は
ど
う
で

あ
っ
た
か
。
本
書
に
は
魔
王
伝
説
に
つ
づ
い
て
、
神
仏
に
つ
い
て
「
雄
二
内
外
／

詞
〈
異
ナ
リ
ト
｜
、
同
ス
ニ
化
度
ノ
方
便
ヲ
｜
、
神
〈
則
諸
佛
ノ
魂
、
佛
〈
則
諸
神
性
ナ
リ

カ
ル
カ
ユ
ヘ
ニ
二

也
」
と
神
の
優
位
を
の
べ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
「
建
経
日
、
佛
〈
住

コ
コ

ノ
不
二
ノ
門
二
｜
、
常
二
神
道
二
垂
跡
ス
芸
云
。
惟
二
知
ヌ
。
以
二
諸
神
ノ
通
力
ヲ
｜

令
ノ
ー
顛
倒
ノ
衆
生
ヲ
｜
、
以
二
所
求
ノ
願
カ
ヲ
｜
、
令
ソ
ゞ
ナ
ー
レ
入
二
於
佛
道
一
。
此
則

善
巧
方
便
、
大
慈
大
悲
ノ
之
實
智
、
色
心
不
二
、
平
等
利
益
／
之
本
願
ナ
リ
也
・
」

と
、
所
詮
は
衆
生
が
仏
道
へ
入
る
た
め
の
方
便
と
し
て
神
の
存
在
を
重
視
す
る

立
場
で
あ
っ
た
。
少
な
く
と
も
本
書
か
ら
は
神
本
仏
迩
を
明
確
に
し
た
内
容
に

は
至
っ
て
い
な
い
。
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
書
が
、
統
一
的
な
思
想
大
系
の

も
と
で
著
述
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
か
な
り
早
期
に
著
作
さ
れ
た
で
あ
ろ
う

四



『
訓
解
』
及
び
そ
の
異
本
『
記
解
』
は
「
准
二
密
教
道
理
一
、
察
二
大
日
経

誠
一
」
（
『
記
解
』
）
し
て
、
「
珊
託
ノ
ー
覚
王
ノ
之
密
教
二
｜
、
略
／
示
二
心
地
ノ
之

要
路
一
」
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
弘
法
大
師
空
海
の
撰
に
仮
託
さ
れ
て
い

る
が
、
両
本
の
奥
書
か
ら
伊
勢
神
宮
の
法
楽
寺
院
仙
宮
院
を
管
掌
す
る
本
覚
院

公
顕
も
住
し
て
い
た
園
城
寺
の
住
僧
の
手
に
成
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
そ

の
成
立
年
代
も
『
訓
解
」
が
建
久
二
年
（
二
九
こ
、
『
記
解
』
が
建
保
五

年
（
一
二
一
八
）
以
前
に
遡
る
こ
と
が
で
き
、
凡
そ
平
安
末
期
、
遅
く
と
も
鎌

倉
初
期
に
は
著
述
さ
れ
て
い
て
、
初
期
の
神
道
理
論
を
考
察
し
て
い
く
上
に
好

（
６
）

個
の
史
料
と
い
え
る
。

周
知
の
と
お
り
中
臣
祓
は
、
延
喜
祝
詞
式
に
収
め
る
六
月
・
十
二
月
晦
日
の

大
祓
詞
に
起
源
を
な
し
、
文
武
百
官
を
集
め
た
朝
儀
と
し
て
の
二
季
大
祓
行
事

は
宣
読
の
形
式
に
な
る
公
的
行
事
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
れ
を
奏
申
の
形
式

に
改
め
、
私
的
に
人
び
と
に
よ
っ
て
唱
読
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
大
祓
詞
は
中

臣
氏
が
こ
れ
を
読
唱
し
伝
え
た
こ
と
か
ら
、
中
臣
祓
と
も
い
い
、
中
臣
祭
文
・

大
仲
臣
経
な
ど
と
呼
ば
れ
て
世
間
に
流
布
し
、
盛
ん
に
そ
の
功
徳
が
宣
伝
せ
ら

れ
た
。
と
く
に
、
平
安
時
代
以
降
に
な
る
と
、
陰
陽
師
や
仏
家
に
伝
わ
り
、
兇

咀
・
反
逆
・
病
事
・
産
婦
の
た
め
に
修
せ
ら
れ
て
い
る
。
『
阿
娑
縛
抄
』
に
収

め
る
河
臨
法
に
は
、
「
祓
自
レ
唐
度
レ
リ
ト
云
事
、
自
レ
古
児
女
子
之
説
也
」
、
「
況

吉
備
大
臣
度
シ
タ
ル
ゞ
ト
世
以
所
し
知
也
」
と
中
国
か
ら
の
請
来
物
で
あ
っ
た
と
の

一
説
を
伝
え
て
お
り
、
祓
と
い
う
本
来
、
日
本
的
な
習
俗
・
信
仰
と
み
な
さ
れ

て
い
た
も
の
が
、
仏
家
・
陰
陽
道
家
ら
に
よ
っ
て
、
中
国
渡
来
の
習
俗
・
信
仰
で

こ
と
を
推
定
で
き
よ
う
。

四

（
７
）

あ
る
と
宣
伝
さ
れ
た
。
祓
は
宮
中
や
神
社
の
祭
祀
に
厳
と
し
て
執
り
行
わ
れ
き

た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
最
下
層
の
人
び
と
に
ま
で
伝
え
た
の
は
、
仏
家
・

陰
陽
道
に
属
す
る
人
び
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
児
・
女
子
ら
の
人
び
と
に
も
深

く
中
臣
祓
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。

早
く
、
六
字
河
臨
法
の
密
教
行
事
に
中
臣
祓
は
導
入
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
こ

れ
を
更
に
神
道
の
中
臣
祓
を
理
論
的
に
と
り
あ
げ
、
注
釈
を
試
み
た
の
が
、
『
訓

解
』
・
『
記
解
』
で
あ
っ
た
。

こ
の
中
臣
祓
の
効
用
に
つ
い
て
は
、
通
海
の
『
太
神
宮
参
詣
記
』
に
「
末
法

一
一
イ
タ
リ
テ
ハ
、
只
教
ノ
ミ
ア
リ
テ
行
モ
ナ
シ
、
證
モ
ナ
シ
ト
申
ス
、
時
分
ノ
著

多
ス
テ
’
一
モ
チ
テ
如
レ
此
、
次
第
二
佛
法
モ
衰
微
シ
テ
世
間
モ
澆
季
二
及
ヘ
リ
、

行
證
ナ
ク
ハ
神
ノ
納
受
モ
イ
カ
ュ
侍
ラ
ム
、
僧
云
、
中
臣
祓
昔
ヨ
リ
今
二
厳
重
ノ

事
也
、
人
ノ
罪
ト
カ
ヲ
減
ス
ル
コ
ト
左
右
二
不
し
及
、
…
…
シ
カ
ル
ヲ
此
中
臣
祓

ノ
功
能
ヲ
モ
チ
テ
、
萬
ノ
ヲ
カ
シ
ァ
ャ
マ
チ
ァ
リ
ト
イ
フ
ト
モ
、
シ
ナ
ト
ノ
風

ノ
ア
マ
ノ
ヤ
エ
雲
ヲ
フ
キ
ハ
ラ
ウ
カ
コ
ト
ク
、
ツ
ミ
ト
カ
ヲ
ネ
ノ
國
ソ
コ
ノ
國

へ
ナ
カ
シ
ャ
リ
タ
マ
エ
ト
申
セ
ハ
、
昔
ヨ
リ
今
二
臓
悔
ノ
滅
罪
ノ
法
タ
カ
フ
事

ナ
シ
」
と
の
べ
て
、
仏
法
の
衰
え
た
末
法
に
あ
っ
て
も
、
中
臣
祓
の
功
能
を
も
っ

て
す
れ
ば
罪
特
も
減
す
る
と
強
調
し
、
中
臣
祓
の
末
法
適
応
性
を
主
張
し
た
。

で
は
、
仏
家
側
は
中
臣
祓
を
ど
の
よ
う
に
把
捉
・
解
釈
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
以
下
に
引
用
す
る
『
訓
解
』
・
『
記
解
』
は
、
特
記
し
な
い
限
り
は
、
天
理

図
書
館
本
「
中
臣
祓
記
解
」
を
底
本
と
し
た
校
訂
本
（
『
西
田
長
男
博
士
古
稀

記
念
神
道
史
料
集
』
収
載
予
定
）
に
拠
っ
て
い
る
。

本
書
は
、
ま
ず
和
光
垂
迩
の
起
り
を
、
「
雛
し
載
二
国
史
家
牒
一
、
猶
有
し
所
し

五

五



ノ
コ
ル

遣
、
廃
シ
レ
識
一
本
意
一
」
と
の
べ
、
記
紀
以
下
国
史
の
解
釈
だ
け
で
な
く
、

「
託
ノ
二
覚
王
ノ
之
密
教
一
一
一
、
略
／
示
二
心
地
ノ
之
要
路
ヲ
｜
」
し
た
こ
と
を
強
調
す

る
。
初
期
の
神
道
理
論
が
密
教
的
解
釈
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
を
本
書
は
そ
の
冒

頭
に
明
言
し
て
お
り
、
中
世
神
道
思
想
の
形
成
が
、
こ
こ
か
ら
萠
芽
し
て
い
つ

ツ
ノ
ト
フ
ト
ノ
ト

た
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
中
臣
祓
は
、
「
天
津
祝
太
祝
詞

ナ
キ
タ
上
へ
コ
ト

ハ
、
伊
弊
那
諾
ノ
尊
之
宣
命
也
、
天
児
屋
根
ノ
命
ノ
之
諄
辞
也
」
と
、
国
史
家

牒
に
載
せ
る
説
を
あ
げ
、
更
に
「
是
則
己
心
清
浄
儀
益
、
大
自
在
天
ノ
梵
言
、

三
世
諸
佛
ノ
方
便
、
一
切
衆
生
ノ
福
田
、
心
源
廣
大
ノ
智
恵
、
本
來
清
浄
ノ
大
教
、
無

怖
畏
ノ
陀
羅
尼
、
罪
障
繊
悔
／
神
呪
、
嘉
最
勝
最
大
ノ
之
利
益
、
無
量
無
邊
／
之
済

度
、
世
間
出
世
ノ
之
教
道
、
抜
苦
与
楽
ノ
之
隠
術
也
」
と
仏
説
を
あ
げ
て
い
る
。

こ
の
中
で
「
己
心
清
浄
儀
益
」
と
か
「
本
来
清
浄
大
教
」
と
清
浄
を
強
調
す
る

字
句
は
、
本
書
に
頻
繁
に
み
ら
れ
る
。

「
大
麻
躰
相
者
、
自
性
清
浄
之
三
摩
耶
」

「
解
除
ノ
事
〈
、
以
二
神
秘
ノ
祭
文
ヲ
｜
、
諸
ノ
罪
衿
祓
と
清
ァ
、
即
帰
二
阿
字
本
不

生
ノ
之
妙
理
一
、
顯
ニ
ス
自
性
精
明
之
實
智
一
。
而
ル
ー
於
二
諸
法
一
者
、
不
し
出
二

浄
不
浄
ノ
之
二
一
・
故
有
為
ハ
不
浄
ノ
之
實
執
也
・
無
為
〈
清
浄
／
之
實
鵜
也
。

是
則
吾
ヵ
心
性
也
。
修
レ
〈
二
禰
定
一
ヲ
、
漸
ク
成
二
清
浄
一
。
」

「
経
日
、
己
切
心
念
清
浄
〈
、
諸
佛
在
二
此
心
一
云
々
。
清
浄
〈
則
己
心
清

浄
之
智
用
、
寂
静
安
楽
ノ
之
本
性
也
。
」

「
罪
障
餓
悔
文
也
。
無
漏
清
浄
之
法
益
也
。
諄
辞
也
。
自
性
意
燗
法
。
」

（
「
法
別
」
の
注
釈
）

中
臣
祓
に
よ
っ
て
罪
穣
を
祓
っ
た
と
き
、
そ
こ
に
清
浄
が
生
じ
て
く
る
こ
と

は
神
道
信
仰
の
本
質
で
も
あ
っ
た
が
、
本
書
で
は
、
こ
の
清
浄
を
こ
と
ご
と
に

仏
説
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
に
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。

度
会
神
道
の
伝
書
の
一
、
行
忠
撰
『
伊
勢
二
所
太
神
宮
神
名
秘
書
』
に
「
解

除
云
、
上
起
二
千
伊
弊
諾
尊
へ
下
施
二
干
天
児
屋
命
へ
是
則
心
源
清
浄
之
儀
益
、

故
顯
二
自
性
精
明
之
實
智
一
、
是
則
假
鵲
不
浄
之
俄
悔
、
故
歸
二
無
為
清
浄
之
本

源
一
」
と
あ
る
の
は
、
『
訓
解
』
・
『
記
解
』
か
ら
の
要
約
と
考
え
ら
れ
、
他
の

度
合
神
道
書
に
、
し
ば
し
ば
清
浄
が
強
調
さ
れ
る
の
に
は
、
神
道
そ
の
も
の
の

中
に
清
浄
が
重
視
さ
れ
て
い
た
ほ
か
に
、
こ
の
『
訓
解
』
・
『
記
解
』
の
影
響

に
よ
る
と
こ
ろ
が
頗
る
大
き
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
清
浄
観
が
、
平
安
末
期
頃
に
盛
ん
と
な
っ
て
い
っ
た
天
台

（
８
）

本
覚
思
想
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
よ
う
。
「
本
覚
」
の
語
が
初
見

す
る
経
典
の
一
つ
、
不
空
訳
『
仁
王
般
若
経
』
に
は
「
自
性
清
浄
名
二
本
覚
性
一
、

即
是
諸
仏
一
切
智
智
、
由
し
此
得
し
為
二
衆
生
之
本
一
」
（
本
行
品
第
三
）
と
、
自

性
清
浄
を
本
覚
の
性
と
す
る
。
不
覚
・
始
覚
に
相
対
し
て
本
覚
が
説
か
れ
る
よ

う
に
な
る
『
大
乗
起
信
論
』
で
は
、
本
覚
と
は
自
性
清
浄
心
の
本
性
の
智
慧
を

い
い
、
こ
れ
を
本
覚
の
作
用
、
働
き
を
示
す
随
染
本
覚
と
、
本
覚
の
本
性
が
清

浄
に
あ
る
と
、
そ
の
本
質
・
体
を
示
す
性
浄
本
覚
と
の
二
面
の
あ
る
の
を
説

く
。
そ
し
て
「
是
心
、
従
し
本
已
来
、
自
性
清
浄
、
而
有
二
無
明
一
。
為
二
無
明
一

所
し
染
有
二
其
染
心
一
。
雛
し
有
二
染
心
一
、
而
常
恒
不
変
。
」
と
、
衆
生
心
は
、
そ

の
本
性
か
ら
し
て
自
性
清
浄
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
実
に
は
染
心
、
す
な
わ

ち
煩
悩
に
汚
れ
た
、
無
明
に
よ
っ
て
生
滅
心
と
な
っ
た
心
が
存
し
、
迷
い
の
境

地
に
あ
る
が
、
そ
の
心
性
は
常
恒
不
変
で
あ
る
と
い
う
。
衆
生
の
本
性
が
本
来

清
浄
で
あ
る
こ
と
は
、
の
ち
に
本
覚
は
衆
生
に
即
し
た
覚
性
と
さ
れ
、
日
本
天

台
の
本
覚
法
門
で
は
、
さ
な
が
ら
に
仏
と
な
る
、
衆
生
即
仏
が
唱
え
だ
さ
れ
て

く
る
。
『
訓
解
』
・
『
記
解
』
で
は
、
「
天
之
益
人
」
す
な
わ
ち
衆
生
・
凡
夫

の
犯
し
た
雑
々
の
罪
事
を
、
中
臣
祓
に
よ
っ
て
解
除
す
れ
ば
、
本
来
清
浄
と
な

－
，
ハ



り
罪
稜
も
除
去
さ
れ
る
。
中
臣
祓
は
罪
障
俄
悔
の
神
呪
で
あ
り
、
そ
れ
は
餓
悔

す
る
こ
と
に
よ
り
、
清
浄
と
な
り
、
仏
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
皆
是
無
始

之
一
念
、
無
明
寅
慾
、
煩
悩
躰
也
。
故
貧
慾
臓
悔
而
、
即
向
二
佛
智
一
美
」
（
「
己

子
犯
罪
」
の
注
釈
）
、
「
已
上
所
し
曠
罪
、
謂
、
依
二
煩
悩
愛
一
、
受
二
変
易
生
死

因
縁
一
、
或
為
一
父
母
妻
峯
子
一
、
或
為
二
兄
弟
姉
妹
一
、
若
為
二
天
魔
外
道
一
、
若

爲
二
餓
鬼
禽
獣
一
。
自
レ
始
至
レ
今
、
更
生
代
し
死
。
排
二
煩
悩
塵
労
之
門
一
、
宿
二
六

道
四
生
之
閤
一
。
榑
変
無
し
定
。
圓
満
善
行
一
、
抜
二
済
四
恩
一
、
修
二
俄
悔
法
一
、

帰
二
一
心
理
一
、
佛
与
無
し
異
。
故
則
我
心
卜
、
衆
生
心
卜
、
佛
心
ト
、
三
無
二
差

別
一
。
我
意
即
清
浄
也
。
我
意
即
寶
筬
也
・
」
と
、
俄
悔
を
修
す
れ
ば
、
我
も
、

衆
生
も
、
仏
と
同
じ
く
差
別
な
き
絶
対
境
地
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は

「
罪
障
繊
悔
ノ
神
呪
」
で
あ
る
中
臣
祓
の
効
用
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

清
浄
は
、
更
に
「
天
津
宮
事
」
の
注
釈
に
お
い
て
『
金
剛
頂
経
金
剛
界
大
道

場
毘
盧
遮
那
如
来
自
受
用
身
内
証
智
春
属
法
身
異
名
仏
最
上
乗
秘
密
三
摩
地
礼

繊
文
』
に
あ
る
清
浄
偶
を
引
き
、

諸
法
如
二
影
像
一
。
清
浄
無
二
暇
稜
一
。
取
説
不
可
得
。
皆
従
し
因
業
生
。
神

宣
命
也
。
祝
詞
也
。
謂
、
宣
し
之
即
一
心
清
浄
、
常
住
圓
明
義
益
也
。
是

修
二
浄
戒
波
羅
蜜
多
一
。
観
し
之
。
不
可
得
妙
理
。

と
あ
る
。
『
金
剛
界
礼
俄
』
に
「
白
衆
等
各
念
、
此
時
清
浄
偶
、
諸
法
如
二
影

像
一
、
清
浄
無
二
擬
稜
一
、
取
レ
説
不
し
可
し
得
、
皆
従
し
因
業
」
と
あ
る
の
を
『
訓

解
』
が
引
き
（
『
記
解
』
は
こ
の
清
浄
偶
を
脱
し
て
い
る
）
、
こ
こ
か
ら
『
天

地
霊
覚
秘
書
』
・
『
倭
姫
命
世
記
』
・
『
諸
祓
集
』
（
尚
重
解
除
抄
）
・
『
二
所

太
神
宮
神
名
秘
書
』
・
『
大
元
神
一
秘
書
』
・
『
類
聚
神
祇
本
源
』
・
『
大
日

尊
神
中
臣
祓
天
津
祝
太
祝
詞
文
傳
』
な
ど
、
両
部
・
度
会
神
道
書
に
引
か
れ
て

く
る
。
清
浄
偶
は
、
『
天
地
霊
覚
秘
書
』
に
は
「
本
来
清
浄
光
」
と
い
い
、
こ

れ
を
「
天
児
屋
根
命
祝
詞
」
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
『
訓
解
』
の
注
釈
に
依
拠

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
天
理
吉
田
文
庫
本
・
国
学
院
梵
舜
本
『
記
解
』
に
は

「
不
可
得
妙
理
」
に
つ
づ
け
て
、
「
無
明
即
法
性
、
煩
悩
即
菩
提
」
（
『
訓
解
』

．
『
記
解
』
両
本
の
異
本
で
も
あ
る
西
田
長
男
博
士
所
蔵
本
は
「
天
津
宮
事
」

注
釈
の
冒
頭
に
記
載
す
る
）
と
あ
る
の
は
、
天
台
本
覚
思
想
に
お
い
て
積
極
的

に
唱
え
ら
れ
た
も
の
で
、
矛
盾
対
立
す
る
無
明
と
法
性
（
真
如
、
実
相
、
法

界
）
、
煩
悩
と
菩
提
が
、
そ
の
ま
ま
即
一
で
あ
る
と
見
る
。
本
覚
思
想
は
事
象
そ

の
ま
ま
を
本
覚
の
理
と
み
な
す
こ
と
か
ら
、
無
明
・
煩
悩
も
そ
の
ま
ま
肯
定

し
、
絶
対
究
極
の
境
地
へ
と
至
る
。
平
安
末
期
の
作
と
推
定
さ
れ
る
伝
最
澄
撰

の
『
天
台
法
華
宗
牛
頭
法
門
要
墓
』
に
は
、
「
煩
悩
菩
提
是
我
一
心
名
、
生
死

浬
盤
、
亦
此
指
二
心
体
一
、
…
…
此
心
性
本
源
、
凡
聖
一
如
無
二
二
如
一
、
此
名
二

本
覚
如
来
一
」
と
、
生
死
即
浬
梁
、
煩
悩
即
菩
提
、
凡
聖
不
二
な
ど
の
相
即
不

二
が
盛
ん
に
説
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
日
本
天
台
の
本
覚
思
想
は
、
初
期
に
は

秘
授
口
伝
と
し
て
個
々
に
伝
授
さ
れ
、
そ
の
時
期
は
「
個
々
の
口
伝
法
門
は
一

一
世
紀
半
ば
の
平
安
中
期
末
ご
ろ
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
き
、
一
二
世
紀
半
ば
の

（
９
）

平
安
後
期
末
期
ご
ろ
に
は
文
献
化
が
始
ま
っ
て
い
た
」
の
で
あ
っ
て
『
訓
解
』

。
『
記
解
』
の
成
立
が
平
安
末
期
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
本
書
は
本

覚
思
想
の
文
献
化
に
直
接
の
影
響
を
う
け
て
著
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

本
書
は
、
鎌
倉
初
期
以
前
、
平
安
末
期
に
撰
作
さ
れ
た
中
臣
祓
注
釈
の
本
文

（
「
千
時
弘
仁
十
三
年
仲
夏
廿
五
日
、
沙
門
遍
照
金
剛
之
伝
」
ま
で
）
と
、
鎌

倉
中
期
に
増
補
さ
れ
た
部
分
か
ら
成
っ
て
お
り
、
『
訓
解
』
・
『
記
解
』
で
は

増
補
の
部
分
が
異
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
訓
解
』
・
『
記
解
』
諸
本
の
流
布
・

伝
授
の
差
に
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
る
が
、
別
稿
で
述
べ
て
お
い
た
の
で
、
こ
こ

で
は
再
説
し
な
い
。
こ
の
平
安
末
期
著
述
の
前
半
部
（
中
臣
祓
注
釈
の
本
文
）

七



に
、
「
本
覚
」
の
字
句
の
見
え
る
の
は
一
カ
所
あ
り
、
「
天
之
益
人
等
」
の
注

釈
に
「
凡
世
界
自
レ
本
覚
也
。
自
レ
本
無
明
也
。
本
亦
法
界
。
本
是
衆
生
、
本

佛
也
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
、
こ
の
部
分
は
『
天
地
霊
覚
秘
書
』
・
『
漢
朝
祓

起
在
三
月
三
日
上
巳
』
に
も
引
か
れ
る
。
天
之
益
人
（
凡
夫
・
衆
生
）
の
住
む

世
界
は
本
覚
で
あ
り
、
無
明
即
法
界
、
衆
生
即
仏
に
通
じ
る
解
釈
を
展
開
さ
せ

て
お
り
、
本
覚
思
想
は
本
書
の
随
所
に
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
る
。

鎌
倉
中
期
に
増
補
し
た
と
思
わ
れ
る
追
記
に
は
、
「
凡
ソ
天
神
地
祇
一
切
諸

佛
、
惣
三
身
即
一
／
本
覚
如
来
、
皆
悉
一
躰
ニ
ノ
無
レ
ニ
也
。
…
…
故
則
伊
勢
両

宮
者
諸
神
之
最
モ
貴
。
異
二
千
天
下
ノ
諸
社
一
一
一
者
也
。
大
方
神
〈
在
二
三
等
一
・
所

謂
一
ゞ
〈
本
覚
、
伊
勢
太
神
宮
是
也
・
本
来
清
浄
ノ
理
性
、
常
住
不
変
ノ
妙
躰
也
・
」

と
説
い
て
、
諸
神
を
本
覚
・
不
覚
・
始
覚
の
三
等
に
分
類
し
、
伊
勢
両
宮
を
最

高
最
貴
の
本
覚
絶
対
神
と
す
る
。
伊
勢
両
宮
を
諸
社
に
異
る
最
高
神
と
す
る
考

え
方
は
、
度
会
神
道
に
お
い
て
大
い
に
唱
導
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
両
部
神

道
に
お
い
て
既
に
主
張
せ
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
平
安
末
期
成
立
の
中
臣
祓

「
所
間
食
」
の
注
釈
に
も
「
然
則
天
照
太
神
者
、
大
日
遍
照
尊
、
諸
尊
最
貴
者

也
」
と
述
べ
、
日
輪
を
天
照
皇
大
神
、
月
輪
を
豊
受
皇
大
神
の
両
部
不
二
と
説

く
。
伊
勢
両
宮
を
胎
金
両
部
不
二
と
す
る
の
に
は
、
金
沢
文
庫
本
『
天
照
大
神
儀

軌
解
』
に
「
内
宮
者
胎
蔵
界
七
百
餘
尊
ア
リ
、
外
宮
者
金
剛
界
五
百
餘
尊
也
」

と
あ
る
の
を
は
じ
め
『
天
地
霊
覚
秘
書
」
な
ど
の
両
部
神
道
書
に
し
ば
し
ば
引

か
れ
て
お
り
、
平
安
末
期
に
は
伊
勢
を
両
部
不
二
の
絶
対
神
と
す
る
思
想
は
成

立
し
て
い
た
。
こ
れ
に
神
を
分
類
し
て
く
る
の
は
、
更
に
の
ち
の
こ
と
で
、
浄

土
教
阿
弥
陀
信
仰
に
覆
わ
れ
て
い
た
石
清
水
八
幡
を
始
覚
と
名
づ
け
、
「
流
轌

之
後
、
依
二
佛
説
経
教
一
、
無
明
眼
リ
覚
テ
、
本
覚
理
二
帰
ス
」
も
の
で
、
「
非
二
本

覚
本
初
元
神
一
」
と
本
覚
絶
対
の
最
高
神
た
る
伊
勢
両
宮
と
差
別
す
る
。

中
臣
祓
は
平
安
時
代
に
既
に
陰
陽
師
・
仏
家
に
よ
っ
て
民
衆
の
間
に
浸
透
し

て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
中
臣
祓
の
読
唱
に
よ
っ
て
生
じ
る
功
徳
も
、
人
び
と

に
広
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
本
書
に
あ
る
「
抜
苦
与
楽
之
ノ
隠
術
」
、

ヨ
ク
ス

「
消
〃
二
一
期
／
苦
愁
ヲ
｜
、
而
快
二
百
年
ノ
栄
楽
ヲ
｜
」
、
「
万
福
速
来
生
」
、
「
滅

罪
生
善
、
頓
證
菩
提
ノ
隠
術
」
と
は
、
ま
さ
に
苦
悩
に
あ
え
ぐ
民
衆
の
願
望
を

反
映
さ
せ
て
い
た
。

当
時
隆
盛
し
て
い
た
浄
土
教
は
、
個
人
の
来
世
に
お
け
る
救
済
を
志
向
す
る

も
の
で
現
世
否
定
の
立
場
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
抗
す
る
密
教
で
は
、
自
教
の

末
法
適
応
性
を
主
張
し
、
神
道
の
中
臣
祓
ま
で
も
受
用
し
、
両
部
神
道
説
を
唱

導
す
る
。
密
教
は
来
世
往
生
と
と
も
に
現
世
利
益
を
も
強
調
す
る
が
、
神
道
に

『
訓
解
』
は
、
こ
れ
ま
で
弘
法
大
師
空
海
の
撰
に
仮
託
さ
れ
て
き
た
こ
と
か

ら
、
真
言
系
僧
侶
の
手
に
成
っ
た
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
っ
た
。
『
記
解
』
に

「
察
二
大
日
経
誠
一
」
と
真
言
密
教
が
本
書
の
構
成
の
主
要
を
占
め
て
い
る
こ
と

は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
上
に
天
台
本
覚
思
想
に
覆
わ
れ
た
解
釈
が
一
貫
し
て

い
る
こ
と
を
注
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
日
本
に
お
け
る
本
覚
思
想
の
端
緒
は
、

空
海
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
『
大
日
経
開
題
』
・
『
金
剛
頂
経
開
題
』
に
は
本
覚

の
絶
対
化
を
主
張
し
て
お
り
、
空
海
の
真
言
密
教
に
相
応
し
て
天
台
密
教
が
発

展
し
、
こ
の
も
と
で
本
覚
思
想
も
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で

本
書
の
成
立
の
思
想
史
的
源
流
を
空
海
に
求
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
事

実
と
し
て
は
、
本
覚
思
想
に
影
響
を
う
け
た
天
台
寺
門
の
園
城
寺
に
管
掌
さ
れ

た
伊
勢
仙
宮
院
の
住
僧
、
そ
れ
も
顕
密
・
修
験
を
修
得
し
た
在
地
僧
に
よ
っ
て

著
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

｛
ハ
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平
安
末
の
末
法
終
末
思
想
の
隆
盛
期
に
は
、
こ
れ
を
止
揚
す
る
に
は
本
覚
思

想
に
よ
る
し
か
な
く
、
神
道
思
想
の
展
開
も
、
こ
こ
か
ら
出
発
し
、
末
法
適
応

性
を
主
張
し
、
末
法
終
末
観
を
超
克
し
て
い
く
。
『
訓
解
」
・
『
記
解
』
は
、

お
い
て
は
、
「
問
、
神
明
一
一
帰
シ
テ
何
ノ
利
益
有
ル
ャ
。
答
、
遠
近
ノ
有
二
両

益
一
・
近
〈
垂
迩
ノ
利
生
一
一
依
、
今
生
安
穏
ナ
リ
。
遠
く
本
地
誓
願
二
依
、
後

生
善
虎
ナ
リ
」
（
「
神
道
集
』
「
神
道
由
来
之
事
」
）
と
、
垂
迩
神
明
の
利
益

は
今
生
現
世
に
あ
り
、
神
道
が
密
教
に
よ
っ
て
習
合
さ
れ
る
と
、
現
世
利
益
は

よ
り
一
層
強
調
さ
れ
て
く
る
。
『
訓
解
』
・
『
記
解
』
は
、
「
定
知
是
ノ
人
〈
、

持
二
三
世
諸
佛
ノ
智
恵
一
、
得
二
二
世
ノ
所
求
圓
満
一
。
不
可
説
、
不
可
説
・
」
と
、

現
当
二
世
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
中
臣
祓
注
釈
の
最
後
に
、
「
為
二
一
切
衆
生
一
、

施
二
一
子
慈
悲
一
、
以
二
諸
尊
願
海
一
、
洗
う
’
一
生
死
稜
泥
一
。
阿
字
本
不
性
故
二
長

寿
延
命
也
。
本
記
云
。
…
…
祓
、
此
不
死
薬
、
故
能
治
二
万
病
一
」
と
、
長
寿
延

命
と
い
う
現
実
の
問
題
が
説
か
れ
て
い
る
。

仏
家
、
と
く
に
密
家
が
神
道
論
を
展
開
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
仏
教
で
は
軽

視
さ
れ
て
い
た
現
世
利
益
的
功
徳
を
表
面
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
、
浄
土
の
新

仏
教
に
対
抗
し
て
い
く
た
め
に
も
、
有
効
な
手
段
で
あ
っ
た
。
罪
障
繊
悔
の
呪

文
と
さ
れ
て
い
た
中
臣
祓
は
．
座
ノ
祓
〈
、
百
日
之
難
除
リ
、
百
度
ノ
祭
文
〈
、

ト
カ

千
日
ノ
之
粋
捨
シ
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
他
力
易
行
門
に
属
し
、
濁
世
の
苦

し
み
に
あ
え
ぐ
民
衆
に
容
易
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
内
容
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の

の
ち
に
著
述
さ
れ
る
両
部
・
度
会
神
道
書
が
、
民
衆
に
と
っ
て
難
解
高
度
な
理

論
で
あ
る
の
に
比
べ
、
『
訓
解
』
・
『
記
解
』
は
民
衆
に
深
く
浸
透
し
て
い
た

十
王
信
仰
・
地
獄
思
想
ま
で
も
が
入
れ
ら
れ
、
底
辺
に
あ
る
人
び
と
の
願
望
が

汲
象
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

こ
の
時
期
の
代
表
的
著
述
で
あ
っ
た
が
、
す
べ
て
が
仏
教
の
教
説
を
借
り
て
説

明
を
加
え
、
の
ち
の
神
道
理
論
に
比
べ
れ
ば
、
全
く
未
熟
な
理
論
展
開
に
終
始

し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
と
も
か
く
も
危
機
意
識
に
立
た
さ
れ
て
い
た
密
教
側

が
、
神
道
の
中
臣
祓
に
よ
り
自
ら
救
わ
れ
、
人
び
と
を
救
い
た
い
と
の
願
い
が

先
行
し
て
お
り
、
高
度
の
理
論
思
考
の
結
晶
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
む
し
ろ

仏
家
が
神
道
の
中
臣
祓
を
と
り
上
げ
た
と
こ
ろ
に
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

よ
う
。
こ
れ
に
つ
づ
い
て
著
述
さ
れ
る
両
部
・
度
会
神
道
書
に
は
、
『
訓
解
』

。
『
記
解
』
が
盛
ん
に
引
用
さ
れ
、
度
会
氏
に
あ
っ
て
は
「
最
極
秘
本
」
の
座

右
書
と
ま
で
さ
れ
、
の
ち
の
神
道
思
想
へ
多
大
の
影
響
を
与
え
て
い
る
。
中
臣

祓
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
吉
田
兼
倶
に
よ
っ
て
祓
研
究
が
継
受
さ
れ
る
ま
で
の

中
世
全
期
を
通
じ
て
、
本
書
は
中
世
神
道
思
想
史
上
、
重
い
位
置
を
占
め
て
い

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

註

（
１
）
大
隅
和
雄
氏
「
古
代
末
期
に
お
け
る
価
値
観
の
変
動
」
（
『
北
海
道
大
学

文
学
部
紀
要
』
十
六
’
一
）
。
こ
の
時
代
思
潮
の
一
つ
と
な
る
末
法
思
想

に
つ
い
て
も
、
「
武
士
と
は
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
ま
し
て
農
民

と
は
お
よ
そ
縁
が
な
く
、
公
家
貴
族
の
社
会
に
お
い
て
発
生
し
成
熟
し

た
と
こ
ろ
の
危
機
意
識
」
（
家
永
三
郎
博
士
『
中
世
仏
教
思
想
史
研

究
』
）
と
の
指
摘
が
あ
る
。

（
２
）
『
神
祇
講
式
」
は
鎌
倉
中
期
の
撰
作
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
「
記
文
取

意
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
以
前
に
魔
王
伝
説
を
載
せ
た
伝

書
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ほ
か
に
建
長
七
年
（
一
二
五
六
）
以
前
成

立
の
『
漢
朝
祓
起
在
三
月
三
日
上
巳
』
に
も
．
書
日
」
と
し
て
魔
王

九



（
６
）
拙
稿
「
中
臣
祓
訓
解
及
び
記
解
の
伝
本
」
（
神
道
及
び
神
道
史
二
七

号
）
・
『
西
田
長
男
博
士
古
稀
記
念
神
道
史
料
集
』
所
載
の
「
中
臣
祓

記
解
解
題
」
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
明
春
刊
行
予
定
）
・

（
７
）
祓
の
習
俗
が
日
本
・
中
国
は
も
ち
ろ
ん
世
界
の
普
遍
的
習
俗
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
そ
の
習
合
化
が
は
か
ら
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

『
大
祓
詞
』
が
仏
典
の
『
薬
師
如
来
本
願
功
徳
経
』
と
連
関
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
は
、
西
田
長
男
博
士
の
指
摘
が
あ
る
（
「
仏
家
神
道
の
成

立
」
『
日
本
神
道
史
研
究
」
第
一
巻
総
論
編
）
。

（
８
）
天
台
本
覚
思
想
に
つ
い
て
は
、
田
村
芳
朗
博
士
の
一
連
の
研
究
に
拠
っ

て
い
る
（
『
鎌
倉
新
仏
教
思
想
の
研
究
』
・
「
天
台
本
覚
思
想
概
説
」
日

本
思
想
大
系
『
天
台
本
覚
論
』
）
・
本
覚
思
想
が
神
道
に
及
ぼ
し
た
影
響

に
つ
い
て
は
西
田
長
男
博
士
の
研
究
が
あ
る
（
「
本
地
垂
通
説
の
成
立

と
そ
の
展
開
」
『
日
本
神
道
史
研
究
』
第
四
巻
中
世
編
上
）
。

（
９
）
田
村
芳
朗
博
士
「
天
台
本
覚
思
想
概
説
」
（
日
本
思
想
大
系
『
天
台
本

覚
論
』
）
。

伝
説
を
記
す
。

（
３
）
赤
松
俊
秀
博
士

（
４
）
鎌
倉
遺
文
三
四
一
四
号
、
高
田
専
修
寺
文
書
。

（
５
）
鎌
倉
遺
文
一
八
一
五
号
、
承
元
三
年
（
一
二
○
九
）
大
中
臣
時
定
施
入

状
。

究
一

ゞ

「
慈
鎮
和
尚
夢
想
記
に
つ
い
て
」
（
『
鎌
倉
仏
教
の
研
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